
　（別紙）

育児休業手当金の給付割合の適用例

① 平成26年４月１日以降に育児休業を取得した場合

（出産日：平成26年2月12日）

（出産日：平成26年2月12日）

③ 平成26年３月31日以前に育児休業を取得した場合

（出産日：平成26年1月17日）

④ 平成26年３月31日以前に育児休業を取得し，一度復職したのち，再度育児休業を取得した場合

（出産日：平成26年1月17日）

⑤ 母が平成26年３月31日以前に育児休業を取得し，父が平成26年４月１日以降に育児休業を取得した場合

（出産日：平成26年1月17日）

※　父母がともに育児休業を取得する場合は，育児休業の対象となる子が１歳２か月に達するまでの期間について，

　父親に対して育児休業期間１年を限度として育児休業手当金が支給される。

（4/10～10/6） （10/7～3/16）

支給割合 100分の50

支給日数220日

（3/15～1/16）

育休取得期間が 子が１歳に

100分の67支給割合 100分の50

支給日数128日 支給日数115日

1月18日 3月15日 平成26年4月1日 平成27年1月16日

母
▼

子が１歳２か月に

父
育休日数180日

育休取得 通算180日を経過 達する日 達する日

4月10日 10月7日 平成27年1月16日 3月16日

支給日数33日 支給日数165日

（3/15～4/30） （6/1～1/16）

出産56日経過

産後休暇開始 育休取得 子が１歳に達する日

平成27年1月16日

▼

支給割合 100分の50 復職期間 100分の50

産後休暇開始 育休取得 復職 再度育休取得 子が１歳に達する日

1月18日 3月15日 平成26年4月1日 5月1日 6月1日

▼

支給割合 100分の50

支給日数220日

（3/15～1/16）

出産56日経過

出産56日経過

産後休暇開始 育休取得 子が１歳に達する日

1月18日 3月15日 平成26年4月1日 平成27年1月16日

100分の50

支給日数37日 支給日数92日 支給日数70日

（4/10～5/31） （7/1～11/5） （11/6～2/11）

▼
育休日数52日 育休日数128日

100分の67 100分の67支給割合 復職期間

2月13日 平成26年4月1日 4月10日 6月1日 7月1日 11月6日 平成27年2月11日

（4/10～10/6) (10/7～2/11）

② 平成26年４月１日以降に育児休業を取得し，一度復職したのち，再度育児休業を取得した場合

出産56日経過 育休取得期間が

産後休暇開始 育休取得 復職 再度育休取得 通算180日を経過

　　　　支給日数128日（週休日を除く。
　　　　以下の例でも同じ。）

支給日数92日（週休日を除く。
以下の例でも同じ。）

2月13日 平成26年4月1日 4月10日 10月7日 平成27年2月11日

▼

子が１歳に達する日

出産56日経過 育休取得期間が

産後休暇開始 育休取得 通算180日を経過 子が１歳に達する日

　 育休取得日数180日

100分の67支給割合 100分の50


